
 

特定行為に係る看護師の研修制度の創設に当たって（案） 

 

 診療の補助のうち特定行為に係る研修制度の創設に当たっては、以下の考

え方を基本とする。 

 

○ 医師又は歯科医師の指示の下で、診療の補助のうち特定行為を行う看護

師について研修制度を構築することは、チーム医療の推進を図り、医療安

全の確保にも資するものであり、国民のニーズに適った医療提供体制を構

築することにつながるものである。 

 

○ 本制度は、医師又は歯科医師の指示を受けずに医行為又は歯科医行為を

行う看護師の創設に結びつけるものではない。 

 

○ 本制度の指定研修を修了した看護師が、他の看護師や他の医療関係職種

に対して診療の補助に関する指示を行うことは不適切であり、指示を行う

のはあくまで医師又は歯科医師である。 

 

○ 本制度を導入した場合でも以下の点に変わりはない。 

 ・看護師が絶対的医行為又は絶対的歯科医行為を行うことは違法であり、

看護師が医師又は歯科医師の指示なく診療の補助（応急の手当等を除く）

を行うことは違法である。 

 ・看護師は、医師又は歯科医師の指示の下であれば、診療の補助の範囲内

において医行為又は歯科医行為を行うことは可能である。 

 ・患者の病態や看護師の能力を勘案し、 

①医師又は歯科医師が直接対応するか 

②どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるか 

の判断は医師又は歯科医師が行う。 

 

○ 看護師は、本制度の導入にかかわらず、療養上の世話及び診療の補助に

ついて、その専門性の向上や資質の向上に努めるものである。 
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